
令和５年１０月１日から

インボイス制度が

始まります！

※国税庁作成の「免税事業者のみなさまへ」チラシより一部抜粋・編集
しております。
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インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは・・・

⇒買手
仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイ
ス（適格請求書）を保存する必要があります。

⇒売手
インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者（適格請求
書発行事業者）の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者と
して消費税の申告が必要となります。
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インボイスがないと・・・

売上先の消費税計算上、
仕入税額控除にとれません

⇒結果的に
売上先の消費税が高くなります。

ポイント
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免税事業者

免税事業者
A社
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免税事業者
A社

免税事業者
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課税事業者B社の消費税計算（現行）

★納付する消費税の計算方法

売上げの消費税額 ー 仕入れや経費の消費税額 ＝納付する税額
（売上税額） （仕入税額） （納付税額）

1,300円 ー 300円＝1,000円
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課税事業者B社の消費税計算（インボイス後）

★納付する消費税の計算方法

売上げの消費税額 ー 仕入れや経費の消費税額 ＝納付する税額
（売上税額） （仕入税額） （納付税額）

1,300円 ー 1,300円＝０円

※A社が免税事業者であった場合

9



10



免税事業者

免税事業者
A社
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様式の定めはなく、手書きであっても、上記①～
⑥の記載事項を満たしたものであれば、インボイ
スになります。

★

★

★

現在売上先に交付している全ての書類をインボイ
ス対応にする必要はありません。
どの書類をインボイスとするか、準備を進めま
しょう。

売上先が「仕入明細書」などの形で作成する書類
も該当します。
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ご清聴、ありがとうございました。

国税庁作成「免税事業者のみなさまへ」チラシより一部抜粋・編集しております。

18


